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検索

11月25日～12月１日は犯罪被害者週間です 

                          　　　　　　　　　　　　　　　　警務課 

１　「犯罪被害者週間」「犯罪被害者等支援広報啓発強化期間」とは 

国では、犯罪被害者等が置かれている状況や犯罪被害者等の名誉又は

生活の平穏への配慮の重要性等について、国民の理解を深めることを目

的として、毎年11月25日から12月１日までの１週間を「犯罪被害者週

間」、さらに令和７年は、この「犯罪被害者週間」を含めた11月１日(土)

から12月１日(月)までを「犯罪被害者等支援広報啓発強化期間」として

集中的に広報啓発活動に取り組み、社会全体で犯罪被害者等を支える気

運の醸成を図ることとしています。 

身近な人が犯罪や交通事故の被害に遭ったとき、その人にどんなつら

さがあり、あなたはどう支えられるのか、考えてみませんか。 

 

２　ご存じですか？犯罪被害給付制度 

　
　犯罪被害給付制度とは、 

　　　　　殺人等の故意の犯罪行為により不慮の死を遂げた被害者の遺族、又は 

　　　　　身体に傷害等を負わされた被害者の方 

　に対して、国が犯罪被害者等給付金を支給し、その精神的、経済的打撃の緩和を図り、 

　再び平穏な生活を営むことができるよう支援するものです。 

犯罪被害者等給付金の種類

遺族給付金 重傷病給付金 障害給付金

亡くなられたとき 重傷病を負ったとき 障害が残ったとき

　　ただし、親族間犯罪や被害者の方にも原因がある場合などには、給付金の全部又は一

　部が支給されないことがあります。 

　　また、労災保険などの公的補償や損害賠償を受けたときは給付金の額が調整されます。 

 

３　犯罪被害の相談先があります 

　　青森県警察では、性犯罪被害の相談については、全国共通の

　短縮電話番号「＃８１０３（ハートさん）」、性犯罪被害110番

　　「０１２０－８９－７８３４」を設置しています。 

　　届出を迷っている、犯罪になるかどうかも分からないなどと１人で抱え込まず、まず

　は相談してみませんか。 

　　　　詳しくは県警ＨＰ　 青森県警察　犯罪被害者支援　 

　　さらに、警察庁でも、犯罪被害に遭われた方や支援者のためのポータルサイトを開設

　しています。 

　　　　詳しくは　ギュっとＣＨ(チャンネル) 

 

 

 

 

 



 

 

 

   　                                               　人身安全対策課 

　

  

 　暴力は性別に関わらず、決して許されるものではありません。

　配偶者等からの暴力、ストーカー行為等にあっても重大な人権侵害行為です。 

　配偶者等からの暴力は、家庭内において行われるため、外部からの発見が困難であり、

潜在化しやすく、さらには加害者に罪の意識が薄いことが多いので、周囲が気づかない

 うちに暴力がエスカレートし、被害が深刻化しやすい傾向にあります。

 　国民一人一人が暴力は重大な人権侵害であることをよく理解し、

暴力を容認しない社会の実現に向け、積極的に取り組んでいくことが

 必要です。

                                              

 　

　夫婦や内縁、同居しながら交際する間柄で、相手から殴る・蹴る等の暴力や心身に有害

な影響を及ぼす言動を受けることをＤＶ（ドメスティック・バ

イオレンス）といいます。 

 暴力行為や脅迫言動は、夫婦げんかの延長だと思われがちですが

夫婦間であっても犯罪です。 

 また、子供の面前での暴力行為は児童虐待となり、子供の健やかな

 成長発達に悪影響を及ぼします。

 

 

　ＤＶに関する相談件数は年々増加傾向にあり、警察が対応した相談等の件数だけでも、

 平成14年で14,140件であったものが、令和６年には94,937件となっています。

  配偶者から暴力を受けたことがある人の多くは「相談するほどのことではないと思った」

や「子供のために相手とは別れられない」などと回答しており、ＤＶは被害者の被害意識

が希薄であったり、暴力被害が内在化することが特徴です。 

 

 

 このような被害に悩んでいませんか。

 警察では、あなたを守ることを最優先に対応します。

 まず、お近くの警察署へご相談ください。

 身の危険を感じたときは、迷わず１１０番を！

 

 

                              

       

 



児童虐待防止にご協力を 

   　                                                 人身安全対策課 

■　児童虐待防止に向けて 

    近年、全国的に児童に対する暴力行為や養育放棄などの児童虐待に関する事

　件が多発し、本県における児童虐待事案の取扱件数も増加の一途をたどってい

　ます。児童虐待の防止は、社会全体で取り組まなければならない大きな問題で

　す。 

 

■　児童虐待とは・・ 

    児童虐待とは、保護者（親権を行う者、未成年後見人その他の者で、児童を現に監護するも

の） が、18歳に満たない児童に対し、次のようなことを行うことです。 

【児童虐待の種類と例】

種　　類 例

身体的虐待 ・　殴る、蹴る、 叩 く、首を絞める、投げ落とす、激しく揺さぶる、 
なぐ け たたく

　たばこの火を押しつける、熱湯をかける、溺れさせる など
おぼ

性的虐待 ・  児童への性的行為、性器や性的行為を見せる、児童をポルノ画像やポ

　ルノ動画の被写体にする など

ネグレクト ・　家に閉じ込める、家に残したまま度々外出する、適切な食事を与えな

（養育の拒 　い、衣服などを不潔なままにする、児童が学校に登校する意思があって

  否や放置） 　も登校させない、病気になっても医者に診せない、車内放置　など

心理的虐待 ・　言葉による脅し、児童を無視したり拒否的な態度を示す、児童の心を
おど

　傷つける様な言動をする、きょうだい間での差別的扱い、児童の面前で

　の配偶者間の暴力(ドメスティック・バイオレンス：ＤＶ）など

 

■　もしかして児童虐待では？と思ったら・・まず通報 

　 ①　 身体、顔に不自然な傷や痣がある 
あざ

　 ②　 季節にそぐわない服を着ている 

　 ③　 駐車場の車内に子どもだけ放置されている 

　 ④　 子どもの泣き声と大人の怒鳴り声がいつも聞こえる　など 

　　                           
いちはやく

 

   児童虐待通報ダイヤル　⇒ ☎１ ８ ９番(お近くの児童相談所に接続します。) 

 　 　

　

　※　緊急時は１１０番への通報をお願いします。

 
  　※  通報者のプライバシーは法律で保護することが定められていますので安心してください。

 

【あなたの「通報」が児童虐待から子どもたちを救います。】  



指名手配被疑者の検挙に御協力を！ 

                                                     　　刑事企画課 

 

  　令和７年８月末現在、全国の警察から指名手配されている者は約590人に上っています。 

　これらの被疑者は、殺人、強盗等の凶悪事件のほか、暴行、傷害、窃盗、詐欺、横領

等の事件に関して指名手配されています。 

　警察では、11月中に全国警察の総力を挙げて重要指名手配被疑者などの追跡捜査を行

う「指名手配被疑者捜査強化月間」を実施いたします。 

　指名手配被疑者の発見に向けた捜査活動には、県民の皆さんからの情報提供が重要な

鍵となります。 

　指名手配被疑者によく似た人を見かけたといった情報など、どんなわずかなことでも

結構ですので、警察に通報していただくようお願いします。 

 

 

 

 

 

気になる人が・・・ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

似ているん 

　ですが・・・ 

 

 

 

 

 

 

 

○　警察本部代表　　　　　　　０１７－７２３－４２１１ 

○　青森県警察ホームページ　  http://www.police.pref.aomori.jp/ 

 

 



夕暮れ時・夜間の交通事故を防止しよう 

交通企画課 

 

　これからの季節は、日没が早まり、夕暮れ時から夜間にかけ、交通事故が増加する傾向

にあります。 

　この時間帯は、周囲の視界が徐々に悪くなり、自動車や自転車、歩行者の発見が互いに

遅れたり、距離や速度が分かりにくくなります。 

　夕暮れ時・夜間の交通事故を防止するためにはどのようなことに気を付ければ良いので

しょうか。 

 

 
夕暮れ時から夜間の事故を防ぐポイント

 

　１７時から１９時の夕暮れ時から夜間にかけての時間帯に発生する高齢歩行者の死亡事

 故は昼間よりも多くなっています。

　歩行者はヘッドライトなどで車を認識していても、ドライバーは歩行者を確認できてい

ないことが多く、歩行者の「見えているだろう」とドライバーの「そこにいたなんて」と

いう視認性のズレが事故につながっていると考えられます。 

  ★　交差点の右折車両（右折先を十分に照らせない） 

 車のヘッドライトは、対向車を幻惑しにくいように設計されてい

 　　るため、歩行者が思っているほど右側を照らしていません。

 　　　そのため、横断している歩行者に気付かないことがあります。

 　　　ドライバーの皆さんは、右方には特に注意して車の特性を踏まえ

 　　た上で運転するようにしましょう。

 歩行者の皆さんは「ドライバーからは見えていないかもしれない」

 と考え、車の動きに注意しましょう。

　★　明るい目立つ色の服の着装・反射材の着用 

　　　夕暮れ時・夜間に外出する時は、反射材用品の着用が効果的です。 

「反射材を着用している歩行者」は「反射材を着用していない歩行者」よりも２倍

以上手前で発見できると言われています。 

 　　 年齢を重ねると若い頃のような派手な色の服を着ることが少なくなり、成熟した内

　　面と同様に落ち着いた色の服を好むようになります。 

しかし、落ち着いた色の服は、夜間の視認性が低く、事故へのリスクとなりますの

で、反射材を上手に活用し、車からの視認性を高めて、事故を防ぎましょう。 

現在普及している反射材グッズは、普段使い出来るおしゃれなものやキャラクター

ものなど年齢を問わず利用できるデザインが増えてきました。 

      家族でそろえたり、誕生日に贈ったりするなど、自分だけではなく、 

    大切な人が交通事故に遭わないために反射材を活用しましょう。 

明るい目立つ色の服装や反射材の着用を心掛け、目立つ工夫をしましょう。 

「夜の安全は見せるところから」です。 

 

 



高齢者の交通事故を防止しよう 

交通企画課 

 

　日没が早くなり、帰宅時間帯と重なることから、夕暮れから夜間にかけて交通事故が多

発する傾向にあり、なかでも高齢者の方の被害が多くなっています。 

　交通ルールを守り、交通事故を起こさない、交通事故に遭わないようにしましょう。 

 ●　歩行者の交通安全対策

　　一般的に、年齢を重ねると運動機能や認知機能が低下し、同時に複数の方向へ注意を

 　向けながら、新しい情報を処理、判断していくことが苦手になる傾向があります。

　　例えば、横断をはじめると注意は足元に向けられ、途中での安全確認がおろそかにな

 　り横断の後半では車両の接近に気づきにくくなります。

　　高齢歩行者が交通事故に遭わないようにするためにはどのようなことに気をつければ

 　いいのでしょうか。

　①　正しい横断方法の実践（ハンド＆サンクスの実践） 

　　　日頃運転していると、横断歩道のないところを横断する高齢者

　　や横断禁止場所を示す標識が有るにも関わらず、道路を横断して

 　　いる方も散見されます。　　

　　　「横断歩道が遠いから」・「車が止まってくれるだろう」といっ

 　　た交通ルールを守らない理由・言い訳をしていませんか。

　　　「守らない理由」が交通事故のリスクにつながりますので、必

 　　ず左右の安全を確認した上で、きちんと横断歩道を守りましょう。

 　　　また、皆さんはハンド＆サンクスをご存じですか。

　　　ハンド＆サンクスとは、横断する歩行者が「手を上げる・運転者に顔を向ける」な

　　などの行為をすることで、ドライバーに横断する意思を明確に伝え、停止したドライ

　　バーへ「ありがとう」の気持ちを表すものです。 

　　　道路を横断する際は、ハンド＆サンクスを心掛け、正しい横断歩道の渡り方を実践

 　　しましょう。

　②　明るい目立つ色の服装や反射材の活用 

　　　夜間に外出する際は、明るい目立つ色の服装や反射材を活用しま

 　　しょう。

　　　歩行者や自転車利用者から見て自動車が接近していることが分か

　　っても、自動車運転者からは歩行者や自転車が見えていないことが

 　　よくあります。

　　　しかし、反射材を着用している歩行者は着用していない歩行者に

　　比べて２倍以上手前で発見できると言われています。 

　　　そのため、明るい目立つ色の衣服を着用したり、靴・衣服・鞄・つえ等に反射材や

　　ライトをつけたりして、見せる工夫をすることで他者に対し自分の存在をアピールし

 　　ましょう。

 

 



 

 

 

                                                              　　交通指導課 

  飲酒運転は、重大な交通事故を引き起こす可能性が極めて高い危険な犯罪です。 

  県民の皆様一人ひとりが、「飲酒運転は絶対しない、させない」ことを徹底し、飲酒　

運転の根絶を図りましょう。 

       

       

       

       

       

  　 　

　 　 　

　 　 　

　 　 　

　 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ５年以下の拘禁刑又は１００万円以下の罰金 

 

   

  ３年以下の拘禁刑又は５０万円以下の罰金 

   

 

  ３年以下の拘禁刑又は５０万円以下の罰金 

 

 

  ２年以下の拘禁刑又は３０万円以下の罰金 

 

 

  ３年以下の拘禁刑又は５０万円以下の罰金 

 

  ２年以下の拘禁刑又は３０万円以下の罰金 



 

 

　　運転免許センターでは各種技能試験を行っていますが、 

冬期間は積雪や路面凍結による事故の危険性があるため、 

 
 

 「 自動二輪免許 」 

 「 農耕用大型特殊免許 」 

 「 農耕用牽引免許 」 

 

 
の技能試験を次の期間休止いたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

お問い合わせ 

青森県運転免許センター　試験・教習所係 

　　　　　電話０１７－７８２－００８１



 

 

 

             

　運転免許証の有効期間満了時に７０歳以上になる方は、運転免許証更新手続の

前に高齢者講習等を受講しなければなりません。 

 

　   ○　７０～７４歳の方   ⇒　　・高齢者講習 

　   ○　７５歳以上の方　   ⇒　　・運転技能検査（対象者のみ） 

　　  　　　　　　　　　　 　　 　・認知機能検査 

 　　  　　　　　　　　　　　 　　・高齢者講習 

　高齢者講習等の該当の方には、有効期間満了日の約６か月前ごろに「運転免許

証の更新に伴う通知書（はがき）」を送付しています。 

　 通 知 書 を 確 認 し 、 希 望 す る 実 施 場 所 へ 直 接 電 話予 約 を し て く だ さ い 。 

 

◎　運転技能検査・認知機能検査及び高齢者講習の受検・受講について 

　 ○　各種検査及び講習は、県内教習所で実施しております。 

 

    ○　ご希望の教習所に電話でお申し込みください。 

予約は混み合いますので、お忘れにならないようお願いいたします。 

 

 

◎　高齢者講習等受講後のお願い 

　運転技能検査や認知機能検査、高齢者講習を受検・受講すると、 

　　　　　　・運転技能検査受検結果証明書（対象者のみ） 

　　　　　　・認知機能検査結果通知書 

　　　　　　・高齢者講習終了証明書 

が交付されます。 

　これらは、運転免許証更新時に必要となりますので、更新手続を行うまで大切

に保管してください。 

 

 青森県警察本部交通部運転免許課（青森県運転免許センター内） 

 　　　・受付時間 ： 午前９時から午後４時まで 

 （土、日、休日及び年末年始を除く）　 

 　　　・電話番号 ： ０１７－７８２－００８１（代表） 

 　　　・担　　当 ： 高齢運転者等支援係



 
　 　　

　 　 　

 　

 
令和７年10月１日から、下記の確認書類が必要となります。 

 
《 外国籍の方の更新手続に必要な書類 》 

　運転免許証の更新には、在留資格、在留期間、住所、国籍を確認できる書類の提示が必要

となります（「在留カード」、「特別永住者証明書」、「住民票の写し（在留資格、在留期間等の

記載があるもの」のいずれかを提示）。ただし、すでにマイナ免許証を保有している方は、書類

の提示は必要ありませんが、マイナンバーカードの有効期限が切れている場合はマイナンバー

カードの更新を行ってから運転免許証の更新手続をお願いします。なお、マイナンバーカードで

必要事項が確認できない場合等、必要に応じて書類を提示していただくことがあります。 

 
《 運転免許証の記載事項変更に必要な書類 》 

　マイナ免許証のみ保有し、ワンストップサービスを利用している方は、お住まいの自治体 

で住所変更等をしていただければ、警察施設での記載事項変更手続は必要ありません。  

 日本国籍の方 住民基本台帳法の適用を受ける外国籍の方
 
  免許証のみ保有の方 免許証のみ保有の方 
 住 ・住民票の写し（提示） 又は ・在留カード ・特別永住者証明書 ・住民票
 　 ・マイナンバーカード（変更内容 の写し（在留資格、在留期間等の記載がある
 所 が記載されたもの：提示） もの）　いずれかを提示　　

◎ﾏｲﾅ免許証保有の方（2枚持含）…変更内容が記載されたマイナンバーカード

 免許証のみ保有の方 免許証のみ保有の方 
氏 ・本籍が記載された住民票の写 ・国籍等が記載された住民票の写し（添付） 
　 し（添付）  又は    又は 
名 ・マイナンバーカード（変更内容 ・氏名のみ変更する場合に限り、マイナンバー

が記載されたもの：提示） カード（変更内容が記載されたもの：提示）

◎ﾏｲﾅ免許証保有の方（2枚持含）…変更内容が記載されたマイナンバーカード

本籍   
・ ・本籍が記載された住民票の写 ・国籍等が記載された住民票の写し（添付）  

国籍 し（添付） 

　　注意： ◎ﾏｲﾅ免許証保有の方（２枚持ち含む）であっても、 
           住民票の写しなどが必要となる場合があります。 

 
 ※　住民票の写しは、発行から６か月以内のもの　  

　　（コピーは不可） 　【 お問い合わせ先 】 
 
※　住民基本台帳法の適用を受けない外国籍の方 　　　青森県警察本部交通部 

　 や日本国籍の方で国外へ転出されている方は、 　　　運転免許課免許係 

   青森県警HPでのご確認、または右記へお問い合    　（青森県運転免許センター内） 
   わせください。 　　電話　０１７－７８２－００８１ 



　外事課
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  国際手配中の日本赤軍及び  

「よど号」グループの逮捕に御協力を

世界各地で  

テロを実行！

数々の容疑で  

国際手配中！

日本初の  

ハイジャック事件！
日本人拉致事件  

でも逮捕状！



～11月の広報予定～ 

 

○　ラジオ広報予定 

 

　　 エフエム青森「あおもり・ふぁん」（毎週月曜日～金曜日 16：55 ～ 17：00） 

   第４週（17日から21日） ・高齢者の交通事故を防止しよう

　　 RABラジオ「県広報タイム」（毎週月曜日～木曜日 ７：30 ～ ７：35） 

 

    第２週（３日から６日） ・児童虐待防止にご協力を

 

    第５週（24日から27日） ・飲酒運転はやめよう

 

○　音楽隊の派遣予定 

 

   11月５日（水）  令和７年交通安全青森県民大会 

      13：00 ～ 13：15（青森市：リンクステーションホール青森）

 

   11月８日（土）  岩手県警察音楽隊創設60周年記念演奏会 

      13：00 ～ 15：40（岩手県盛岡市：盛岡市民文化ホール）

 

 11月22日（土）  青森県警察音楽隊創設60周年記念「県民と警察の音楽の集い」  

    13：00 ～ 15：40（青森市：リンクステーションホール青森）

 

   11月30日（日） 第40回東北北部三県警察音楽隊演奏会 

     15：00 ～ 17：40（秋田県秋田市：あきた芸術劇場ミルハス）
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